
品第３１号 除雪ドーザ（８ｔ級・１１ｔ級） 賃貸借 特記仕様書 

 

１．物件及び数量 

・除雪ドーザ（ 8t級）（マルチプラウ付 ２人乗り） １台 

・除雪ドーザ（11t級）（マルチプラウ付 ２人乗り） １台 

 

 

２．賃貸借期間 

 納入日から 令和１４年３月３１日 まで  

 ※ただし、毎年４月１日から１１月３０日までの期間は返納するものとし、その間の

賃借料は発生しないものとする。 

 ※本契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約であるため、次年度以

降の予算が減額又は削除された場合は、契約の変更または解除をすることがある。 

 

３．納入期限 

 令和７年１２月１日まで 

 

４．賃貸借形態 

 月額リース方式 

 

５．納入場所 

 見附市昭和町２丁目１番１号 見附市役所（車庫棟） 

 

６．物件の仕様 

・別紙、除雪ドーザ（ 8t級、車輪式、マルチプラウ付）仕様書 のとおり 

・別紙、除雪ドーザ（11t級、車輪式、マルチプラウ付）仕様書 のとおり 

 

７．損害保険の付帯 

 受注者の負担と責任において次の賠償補てん額を最低限度とする任意賠償保険に加入

するものとする。 

   対 人   ８０，０００，０００円 

   対 物    ２，０００，０００円 

 保険料は、月額リース料金に含むものとし、納入時に保険加入証明書類の写しを発注

者に提出するものとする。 

 

８．費用負担 

 ・車検、特定自主検査等の整備費用・手数料・税金・保険料は受注者の負担とする。 

 ・機械を使用する際の燃料費は発注者の負担とする。 



 ・タイヤチェーン・エッジ等の消耗品は、発注者が必要に応じて購入する。 

 ・１シーズンあたり２回分の回送費用、基本管理費及び補償料等の費用は月額リース

料金に含むものとする。 

 ・その他、ここに定めのない費用が発生する場合は、発注者と受注者で協議する。 

 

９．故障時・緊急時の体制 

 本物件の故障時・緊急時に迅速に対応できる体制を構築し、納入時に発注者にサポー

ト体制表を提出する。 

 

１０．賃借料 

 (1)賃借料は令和７年１２月１日から生じるものとし、毎月末〆の翌月払いとする。た

だし、毎年４月１日から１１月３０日までの期間は返納するものとし、その間の賃借

料は発生しないものとする。 

 (2)受注者は、契約単価に消費税及び地方消費税の額を加算して請求するものとする。 

 

 

 


